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総   評 

 現在の「はなのき通所」は、1993年4月に重症心身障害者の生

活介護事業を開所されました。事業所理念「障害のある人々の

命を守り、豊かな人生が送れるように支援します」と掲げてい

ます。2025年7月1日、社会福祉法人花ノ木の組織改革をおこな

い、3センター化（医療福祉センター、在宅支援センター、こど

も発達支援センター）を実現しました。在宅支援センターに「は

なのき通所」は属しています。同時に、利用者家族や地域のニ

ーズに応え、亀岡市で初の重症心身障害者の「グループホーム

（定員10名）」を同日に開設しています。 

 現在「はなのき通所」の定員は20名、登録者は25名で1日の平

均利用は15～16名です。超重症者も40％おられ、人口呼吸器の

設置者や気管切開でカニューレ装着者、胃ろう造設者もおられ

ます。利用対象地域を南丹圏域（亀岡市、南丹市、京丹波町）

として、新設のグループホームから7名、周辺地域から18名が利

用されています。医師や看護師、リハビリテーション関係者、

生活支援員など多くのスタッフの支援のもと、日常生活支援を

受けながら、運動機能訓練、創作活動、レクリエーション、外

出による社会生活体験、入浴サービスなどの提供があります。 

特に良かった点(※) 

〇 利用者のサークル活動 

利用者の日中活動の取り組みとして、「紙すきサークル」（牛

乳パックをとかし紙に再生）「からだサークル」（自分で移動

できる方を対象に、歌をうたう、太鼓をたたく、園芸で花やプ

チトマトを育てる）「よろずサークル」（1番重度の方対象で足

浴やアロマを使用してのリラクゼーション、利用者が電動ミシ

ンを腕で動かし職員が布を動かし作る鍋敷き、近隣の散歩、外

出は事前に計画を立て職員配置ができる日を選んでいる）があ

ります。利用者一人ひとりの健康状態や障害状況、多様な個性

など検討し、利用者の了解も得て活動されています。園芸で種

から育てたマリーゴールドを地域の50件に届け、鍋敷きはふれ

あい祭で「おみやげ」として配布しています。他に創作活動も

おこなっており、それらの作品を京都府主催の「とっておきの

芸術祭」に出展し、事業所内にも展示しています。事業所とし

て地域社会とつながりを持つことで、利用者の可能性や活動す

る楽しみを引き出しています。 
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〇新人教育 
入職後の新人育成システムにはプリセプター制度があります。新人職

員（プリセプティー）は先輩職員（プリセプター）に介護技術や業務全

般の指導を受け、進捗状況や課題などを確認しながら1年をかけて全利

用者の個別支援方法を学んでいます。新人職員はOJTによる指導を受け

ながら、面談（プリセプターと係長が面談を担当）を年4回実施し、一

人ひとりの目標設定について業績評価シート、能力評価シートを用いて

話し合い達成度や目標の修正などを確認しており、働きやすい環境かど

うかも話あっています。一人ひとりの成長やキャリアデザインが促され

るようにプリセプターや係長がサポートしています。2年目以降は階層

別で研修を組み立て法人の研修（WEB配信）や外部の研修に参加してい

ます。 

 

〇医療との密接な連携 

法人の理念にあるように、重症心身障害のある利用者には、

医療との連携は欠くことのできない重要な必要条件です。その

意味から、法人内に診療部やリハビリテーション部などがあり、

重症心身障害者が状態変化時に迅速な診察を受けられること

や、二次障害予防など日常の医療的支援が密接に受けられるこ

とは、生活介護事業所においては大変有意義で安心できる体制

となっています。 

特に改善が 

望まれる点(※) 

〇期待する職員像 

 事業所では「期待する職員像」を明文化できていませんでし

た。しかし、ヒアリングの中で利用者に寄り添う姿勢や多職種

協働によるチームケア、自立支援など多くの聞き取りをさせて

いただきました。作成されている行動規範や接遇マナー、倫理

感などから、期待する職員像の作成を期待します。 

 

〇キャリアパスの作成（生活支援員用） 

 看護師用のキャリアパスは作成されていますが、生活支援員

用が確認できませんでした。事業所が職員に求める介護技術や

経験を示し、職員自らが将来の姿を描くことができるキャリア

パスの作成を期待します。 

 

〇重要事項説明書の見直し 

現在、各種マニュアルを「見直しの基準マニュアル」に沿い

見直しの作業中だとお聞きしました。重要事項説明書内の「苦

情の受付について」では「苦情解決体制担当者連絡先一覧表」

で受付窓口、苦情解決責任者、第三者委員を示しています。し

かし、苦情を受け付けた後の解決までの手順が書けていないた

め、経緯が分かりにくく思います。苦情を受けた後の報告の流

れや会議での検討を経て、申し出られた方への返答や公表まで

がわかる記述があれば、利用者（家族）にとって大きな安心と

信頼につながると期待します。重要事項説明書内の諸説明事項

の内容も見直しを期待します。 

 
※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントは「評価結果対比シート」

の「自由記述欄」に記載しています。 
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